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この資料編は、「静岡市公園樹木管理指針」において示した基本的な考え方や方針の根拠となる
データ等を参考資料として取りまとめたものです。 

１ 静岡市の都市公園数 

（１）静岡市が管理する公園数 
 
  【表１：静岡市が管理する公園数 令和７年３月 31 日時点】 

種類 種別 箇所数 面積 内容・公園例 

住区
基幹
公園 

街区公園 421 69.54  主に街区内に居住する者の利用に供する公園 
鷹匠公園、渋川中公園など 

近隣公園 22 39.37  主として近隣に居住する人の利用に供する公園 
常磐公園、森下公園、秋葉山公園など 

地区公園 2 12.54  主として徒歩圏内に居住する人の利用に供する公園 
城北公園、八幡山公園 

都市
基幹
公園 

総合公園 5 96.27 
都市住民全般の休憩観賞、散歩など総合的な利用に
供することを目的とした公園 
駿府城公園、清水船越堤公園など 

運動公園 1 15.81 都市住民の運動に供することを目的とする公園 
日本平運動公園 

特殊
公園 

歴史公園 1 5.80 
歴史的、文化的風土等を保全、活用するため、史跡
等の文化財と一体となった公園 
登呂公園 

風致公園 11 35.58 
良好な自然的環境を形成する土地等の保全、活用を
することを目的とした公園 
谷津山自然公園、羽衣公園、日本平公園など 

緑地 緑地 72 179.54 
主として自然的環境の保全ならびに改善、都市景観
の向上を図るために配置する緑地 
安倍川緑地、用宗緑地、富士川緑地など 

緑道 緑道 1 0.27 

災害時における避難路の確保、市街地における都市
生活の安全性及び快適性を図ることを目的として、
近隣住区の相互連絡を図るよう配置される緑道 
中田川緑道 

緩衝
緑地 緩衝緑地 2 1.06 

公害防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害
の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害
発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断す
ることが必要な位置について公害、災害の状況に応
じ配置する緑地 
潮風の散歩みち緑地、道下緑地 

その他の公園 45 8.40 都市公園法に基づく都市公園以外の公園 

計 583 464.18  

※住区基幹公園、都市基幹公園、特殊公園、緑地、緑道、緩衝緑地は都市公園法第２条に定義さ
れる都市公園 
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（２）公園種別毎の公園例 
 

 

地区公園（例：城北公園 葵区） 

近隣公園（例：森下公園 駿河区） 街区公園（例：竜南雨坪公園 葵区） 

総合公園（例：駿府城公園 葵区） 

運動公園（例：清水日本平運動公園 清水区） 
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２ 公園内の樹林地に対する基本的な考え方（参考） 
 

（１） 位置づけ 
公園内で自然な状態で保たれている樹林地の樹木については、個々の樹木を対象とした維持

管理の考え方とは性質が異なることから、本指針の対象外としています。 

一方で、樹林地は、景観の形成や生物多様性の確保、防災機能の発揮など、公園全体の価値
を支える重要なみどりであり、そのあり方について一定の考え方を整理しておくことは重要で
す。 

このため、樹林地については、樹木一本ごとの管理ではなく、樹林全体を一つのまとまりと
して捉え、自然性や環境特性を尊重しつつ、安全確保や利用との調和に配慮した関わり方を基
本としていきます。 

 

（２） 樹林地の特性 
樹林地は、植栽地とは異なり、地形や土壌条件、自然の遷移などの影響を受けながら、樹木

が群として成立している空間です。 

そのため、樹木一本ごとの健全度や樹形を管理の中心とするのではなく、樹林全体の構造や
周辺環境との関係性を踏まえた捉え方が求められます。 

主な特性として、次の点が挙げられます。 

・樹木が群として生育し、自然性が高い 

・景観形成や生きものの生息・移動空間としての役割を持つ 

・斜面地や谷地形などでは、防災上の機能を担う場合がある 

 

（３） 樹林地との関わり方の考え方 
樹林地との関わり方については、次の視点を基本とします。 

 

①自然性への配慮 

自然環境や景観への影響を考慮し、必要以上の人為的な介入は行わないことを基本としま
す。 

 

②安全への配慮 

倒木や落枝、斜面崩壊等により、公園利用者の安全に支障を及ぼすおそれがある場合に
は、現地状況を踏まえた対応を検討します。 

 

③利用との調和 

園路や広場など利用空間と隣接する場合には、見通しや通行性とのバランスに配慮しま
す。 
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３ 2024 年度（令和６年度）静岡市市民意識調査結果 

【市の「みどり」と公園について】（抜粋） 
 

2024 年度（令和６年度）に「静岡市みどりの基本計画」を改訂するにあたり、静岡市市民意識
調査にて市の「みどり」と公園について意識調査を実施しました。（公園樹木に関する結果を抜
粋） 

 

（１）調査概要 
 

・調査の対象 市内に住む 18 歳以上 3,000 人（住民基本台帳から等間隔無作為抽出） 

・調査期間  令和 6 年 6 月 1 日～21 日 

・回収状況  有効回答 1,353 人（回答率 45.1％） 

 

 

（２）調査結果 
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４ 公園樹木の現状 
 

（１）公園樹木の総量 
 

公園に植栽されている樹木は、高木約 45,000 本、単独で植栽している低木は約 23,000 本、列
植されている低木は約 145,000 ㎡となっています。この数には、樹林地や雑木林、実生木（風や
鳥などが運んできた種から発芽し成⾧した樹木）などの樹木の数は含まれていません。 

公園種別ごとの高木（本）をみると、街区公園で約 17,000 本ともっとも多く、次いで総合公園
が 9,000 本、近隣公園が 7,700 本となっています。 

一方、低木（本）は、都市緑地でもっとも多く約 6,700 本であり、次いで街区公園で約 6,500

本、特殊公園で約 3,800 本となっています。低木（㎡）は、街区公園で約 46,000 ㎡ともっとも多
く、次いで総合公園で約 24,500 ㎡、近隣公園で約 23,500 ㎡、都市緑地で約 23,100 ㎡となってい
ます。 

 

※静岡市公園台帳システムに登録されている樹木 
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高木（本） 低木（本）
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（２）植栽樹種の傾向 
 

公園樹木として植栽されているのは 375 種にのぼり、多様な樹種が選定されています。高木が
233 種類、低木が 143 種類となっています。 

高木では、常緑の樹種が約６割、落葉の樹種が約４割となっており、常緑樹の割合が高くなっ
ています。また、サクラ類、サザンカ、ツバキ、サンゴジュ、キンモクセイが公園樹木として多
く植栽されており、いずれも花や実がつき、季節を感じることのできる樹種が多くなっていま
す。 

低木では、常緑の樹種が８割を超えており、圧倒的に植栽割合が高くなっています。公園内の
園路沿いや、公園との敷地境界（民家、道路等）等、人目に付きやすい場所に植栽されているこ
とが多く、ツツジ類、ハマヒサカキ、ナワシログミなど、いずれも美しい花や果実がつき、季節
を感じる樹種が多くなっています。 

 

公園に植栽されている主な樹種 
樹種 常緑/落葉 高木/中木/低木 

サクラ類 落葉 高木 
サザンカ 常緑 高木 
ツバキ 常緑 高木 
サンゴジュ 常緑 高木 
キンモクセイ 常緑 高木 
マツ 常緑 高木 
ケヤキ 落葉 高木 
マテバシイ 常緑 高木 
モチノキ 常緑 高木 
ヤマモモ 常緑 高木 
シラカシ 常緑 高木 
カイヅカイブキ 常緑 高木 
クスノキ 常緑 高木 
ツツジ類 常緑 低木 
ナワシログミ 常緑 低木 
ハマヒサカキ 常緑 低木 
シャリンバイ 常緑 低木 
アオキ 常緑 低木 
ユキヤナギ 落葉 低木 
トベラ 常緑 高木 

38%

62%

落葉 常緑

高木樹種の割合

落葉 常緑

低木樹種の割合

15%

85%



9 

（３）樹齢・形状 
 

静岡市の公園は、供用開始後 30 年以上経過している公園が全体の 51％にのぼり、公園樹木も樹
齢 30 年以上のものが多くなっています。 

高木の幹周は、高木約 45,000 本の内約 11,000 本が幹周 80ｃｍ以上となっており、約 25％が大
木化しています。 

高木（常緑樹）の幹周 80cm 以上が多いのは、マツ、クスノキ、アラカシとなっており、高木
（落葉樹）の幹周 80cm 以上が多いのは、サクラ類、ケヤキとなっています。 

また、それぞれの樹種の総数に対して幹周 80cm 以上となっている樹種は、ワシントンヤシ
100％、ヤタイヤシ 96％、カナリーヤシ 89％といったヤシ類のほか、アカマツ 90％、タイサンボ
ク 61％、ヒマラヤスギ 51％、クスノキ 45％などとなっています。 

高木（落葉樹）で幹周 80cm 以上が多い樹種は、サクラ類約 1,600 本、ケヤキ約 1,100 本となっ
ており、この２種類で落葉樹全体の約 70％を占めています。 

また、幹周 80cm 以上の割合が高い公園は、地区公園、特殊公園、総合公園となっており、広い
面積の公園において大木化の傾向が顕著となっています。 

80年

以上

1%
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3%
60年～70年

1%
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15%
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26%
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13%

0～10年

10%

【公園設置後経過年数】

【高木の幹周分布】

15～ 20㎝ 20～ 30cm 30～ 40cm 40～ 60cm 60～ 80cm

80～100cm 100～120cm 120～140cm 140～160cm 160cm以上
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５ 公園利用者からの要望 
 

平成 25 年度から令和５年度までに市内の都市公園に寄せられた要望件数は以下のとおりです。
平成２７年度に 3,083 件と最も多く、平均して年間 2,500 件程度の要望が寄せられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園に関する要望の内訳は、樹木等に関するものが 24％と最も多く、植栽管理に関する要望は
非常に多くなっています。 

樹木に関する要望内容は、「剪定」、「倒木」、「落葉」、「消毒・虫」に関するものが多くなってい
ます。 

 

 

樹木等

24%

遊具

4%

公園施設

13%

電気・機械設備

6%

トイレ・給排水設備

14%

清掃・ゴミ処理

13%

公園利用について

13%

その他

13%

【公園に関する要望の内訳】
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2,703 2,816 
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¥20,700 ¥20,900 ¥21,900 ¥22,500 ¥23,900 

¥21,400 ¥21,400 ¥21,700 ¥23,200 ¥24,700 

¥0

¥10,000

¥20,000

¥30,000

¥40,000

¥50,000

¥60,000

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

【労務単価（人件費の推移）】

造園工 普通作業員

６ 樹木の維持管理の現状 
 

（１）樹木の維持管理費の推移 
 

公園樹木等の維持管理費（草刈も含む）の推移をみると、微増傾向ですが、公園面積及び人件
費、燃料費等が年々増加しているにもかかわらず一定の維持管理費となっています。 

 

R2 公園面積 
448.14ha 

R6 公園面積 
481.76ha 

公園面積 
33.62ha 増 
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（２）樹木管理の内容 
 

公園の樹木管理は、おおむね２年に１回のサイクルで整枝剪定を実施しています。 

維持管理費予算に合わせて樹木剪定の回数を調整し、最低限の管理レベルを維持し、問題事象
が発生した場合には、その都度応急対応をする事後保全型の管理手法を行っています。 

【現在の維持管理の頻度】 
 

作業項目 おおむねの頻度や内容 

薬剤散布（病害虫駆除） 病害虫を確認した時に必要に応じて実施 

除草 草の繁茂状況から除草が必要な公園を判断し、年に２回～５回
程度実施 

低木刈込 原則２年に１回の刈込を実施 

高木剪定 整枝剪定を原則２年に１度実施 

伐採 主に枯損木を対象に実施 

７ 倒木等による事故事例（静岡市） 
 

 静岡市の都市公園にて発生した倒木等による事故事例を以下に示します。 

（１）落枝による事故事例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【事故概要】公園種別：近隣公園 
公園の中央部に位置するサークルベンチ内において、クスノキ（幹周約 1.5ｍ、樹高約 10ｍ）

から太枝（周⾧約 0.2ｍ、⾧さ約 0.3ｍ）が前触れなく落下した。 

落下した枝は、ベンチで休憩していた利用者の左頬をかすめ、当該利用者は切り傷および打撲
を負った。当該樹木は樹齢の高いクスノキであり、樹種の特性として腐朽した枝が生じやすい状
況にあった。加えて、前日の降雨により枝が水分を含み自然落下に至った可能性が考えられる。 

 
【再発防止策】 

注意喚起の看板設置を行い、随時職員によるパトロールを実施し目視による点検強化を図る。
また、樹木管理委託業務内にて適正な剪定作業を行い枯枝等の状況に注視するよう指導する。 
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（２）倒木による事故事例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【事故概要】公園種別：街区公園 
公園内のサクラ（幹周約 2.5ｍ、樹高約 10ｍ）が倒れ、公園のフェンス及び隣接地の貯蔵庫、

カーポートの屋根が破損した。 

当該サクラは老木化していたこと及び事故発生時日は強風注意報も発令されており倒木したも
のと考えられる。 

 

【再発防止策】 

特に樹齢が経過している高木がある公園を中心に、随時職員によるパトロールを実施し目視に
よる点検強化を図る。 

樹木管理委託業務内にて幹や枝、葉等の状況を注視し、倒木の可能性があるものについては即
時報告するよう指導する。 
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８ 倒木等による事故に関する全国調査について（国土交通省） 
 

 国土交通省で実施した全国の倒木・落枝による人身・物損事故や樹木点検に関する調査の調査
結果は以下のとおりです。 

 

（１）調査概要 
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（２）調査結果 
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９ 
 

国土交通省は、平成 29 年に都市公園の樹木を起因とした事故等を未然に防止し、樹木の健全な
育成を図りつつ、公園利用者等の安全・安心を確保することを目的として「都市公園の樹木の点
検・診断に関する指針（案）」を策定しました。同指針（案）の参考資料から点検・診断に関する
資料を以下に示します。 

 

（１）種類ごとに実施することが望ましい点検・診断項目 
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（２）健全度判定に係る外観の評価基準（定期点検、診断） 



20 

（３）活力度の評価基準（定期点検） 
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（４）樹木点検票（個票） 

 ☐ ☐
 ☐ ☐

 ☐ ☐
 ☐ ☐
 ☐ ☐ ☐
 ☐ ☐ ☐
 ☐ ☐ ☐
 ☐ ☐ ☐

 
☐ ☐ ☐ ☐

 
☐ ☐ ☐ ☐

 ☐ ☐

 ☐ ☐

 ☐ ☐
 ☐ ☐
 ☐ ☐
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（５）樹木診断カルテ 
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